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① 空家等対策協議会 ・・・・・・市長（副市長）、地域住民、市会議員、学識経験者（法務・建築・不動産・福祉） ※１ 大阪府宅地建物取引業協会、全日本不動産協会大阪府本部と協定（H31.3.4締結）

② 空家等対策協議会専門部会 ・・学識経験者（法務・建築・不動産） R1.6から空家情報の提供開始

③ 区長会議　まちづくり・にぎわい部会・・・・・・関係区長 （R3年度　此花区、阿倍野区、中央区、西淀川区、城東区、西成区） ※２ シルバー人材センターと協定（H31.3.28締結）R1.8からサービス開始

④ 空家等対策検討会 ・・・・・・代表区長（幹事会：関係区・局担当課長） （R3年度　西成区、阿倍野区、生野区、淀川区、旭区、東住吉区） ※３ 池田泉州銀行、住宅金融支援機構との三者協定（R3.9.8締結）R3.9.9から金利の優遇開始

平成27年度 平成28年度 平成30年度平成29年度 令和元年度

これまでの本市の空家等対策の取組について
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区役所における相談窓口の設置

保安上危険な建築物に対する指導・命令・ 限定的な代執行の実施（建築基準法）

空家法に基づく税情報の活用

空家法に基づく助言・指導・勧告・命令・ 限定的な代執行の実施
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２不動産団体※１

・空家の利活用等の促進に関する

調査事業 【住吉区】

・空き家活性化サポーター制度

【東住吉区】

平成29年度重点施策事業

空家利活用改修補助事業

・地域による人と家の見守り活動支援事業【住之江区】

・空家相談員による空家利活用推進事業【大正区】

平成30年度～令和２年度重点施策事業

他区展開を促す
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１金融機関※３

老朽家屋問題小委員会 ③区長会議 まちづくり・にぎわい部会
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回

第１回 第２回 第３回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回第５回第４回

空家等対策

有識者会議

シルバー人材センター※２

第12回

④空家等対策検討会（代表６区、関係15室・局）

①空家等対策協議会

②空家等対策協議会専門部会 勧告措置の妥当性の確認等
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